
�愛媛県告示第１０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、伊方町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は伊方町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、伊方町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減及び同組合の規約の変更を許

可した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減等の内容

� 増減内容

市町村合併に伴い、東予市、小松町、丹原町、周桑事

務組合、道前福祉衛生事務組合、周桑病院企業団及び東

予市・丹原町公共下水道事務組合を愛媛県市町村職員退

職手当組合（以下「組合」という。）から脱退させる。

� 規約の変更事項

組合を組織する地方公共団体から東予市、周桑事務組

合、道前福祉衛生事務組合、周桑病院企業団及び東予市

・丹原町公共下水道事務組合を削るなどの変更を行う。

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成１６年１０月３１日

� 規約の変更年月日

平成１６年１１月１日

３ 増減等の許可年月日

平成１６年１０月２９日
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新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

伊方町二見字田ノ浦甲１２５２の２、甲１２５２の６、甲
２８１５の１、甲２８１７、甲２８１８、甲２８３９、甲２８４６、甲
２８４７、甲２８４９、甲２８５０の１、甲２８５９の１、甲２８７４
の３及び甲２８９７の地先

７，０４８．１３

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

二見 字田
ノ浦

伊方町二見字田ノ浦甲１２５２の２、甲１２５２
の６、甲２８１５の１、甲２８１７、甲２８１８、甲
２８３９、甲２８４６、甲２８４７、甲２８４９、甲２８５０
の１、甲２８５９の１、甲２８７４の３及び甲２８
９７の地先公有水面埋立地

７，０４８．１３
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�愛媛県告示第１０８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県町村議会議員公務災害補償等

組合を組織する地方公共団体の数の増減及び同組合の規約の

変更を許可した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減等の内容

� 増減内容

市町村合併に伴い、小松町及び丹原町を組合から脱退

させる。

� 規約の変更事項

組合を組織する地方公共団体から小松町及び丹原町を

削るなどの変更を行う。

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成１６年１０月３１日

� 規約の変更年月日

平成１６年１１月１日

３ 増減等の許可年月日

平成１６年１０月２９日

�������
�愛媛県告示第１０９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県自治会館管理組合を組織する

地方公共団体の数の増減及び同組合の規約の変更を許可した

。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減等の内容

� 増減内容

市町村合併に伴い、小松町及び丹原町を組合から脱退

させる。

� 規約の変更事項

小松町及び丹原町を組合から脱退させることに伴い、

組合の議員の定数を減少させるなどの変更を行う。

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成１６年１０月３１日

� 規約の変更年月日

平成１６年１１月１日

３ 増減等の許可年月日

平成１６年１０月２９日

�������
�愛媛県告示第１１０号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変

更を許可した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合（以下「組

合」という。）を組織する地方公共団体のうち、東予市

、小松町及び丹原町が西条市と合併し西条市となること

並びにこれにより周桑事務組合が解散することに伴い、

平成１６年１１月１日から組合を西条市及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する

地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち、東予市を西条市

に改め、周桑事務組合を削るなどの変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１６年１１月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１６年１０月２９日
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�愛媛県告示第１１１号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、東予市、小松町

及び丹原町が西条市と合併し西条市となることに伴い、

平成１６年１１月１日から組合を西条市及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する

地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち、東予市、小松町

及び丹原町を西条市に改めるなどの変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１６年１１月１日

３ 減少等の許可年月日

平成１６年１０月２９日

�������
�愛媛県告示第１１２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院でなくなった。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名

医療法人社団大寿
会大野病院 松山市天山一丁目１２番５号 医療法人社団大

寿会

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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�愛媛県告示第１１４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに砥部町役場において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ディックミニ宮内店・スーパー田中

伊予郡砥部町宮内１０３１番地１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

・ダイキ株式会社

松山市美沢１丁目９番１号

代表取締役 山下雄輔

・有限会社田中青果

伊予郡砥部町千足２３８番地

代表取締役 田中潤

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・ダイキ株式会社

松山市美沢１丁目９番１号

代表取締役 山下雄輔

・有限会社田中青果

伊予郡砥部町千足２３８番地

代表取締役 田中潤

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年８月２３日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５４７平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６７台

イ 駐輪場の収容台数

６０台

ウ 荷さばき施設の面積

１２３．１４平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２６．５６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

・ダイキ株式会社 開店時刻 午前８時３０分

閉店時刻 午後８時

・有限会社田中青果 開店時刻 午前８時３０分

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前８時から午後３時まで

２ 届出年月日

平成１６年１２月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに砥部町役場において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２９の規定により、次のとおり指定知的障害者更生施設の指定の辞退があ

った。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 知 的 障 害 者 更 生 施 設 等 の 設 置 者

サービスの種類
指 定 知 的 障 害 者 更 生 施 設 等 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００１５３１７ 社会福祉法人風早偕楽園
北条市下難波字尾ノ
峰乙１４５番地３４ 渡 部 宗 一 知的障害者入

所更生施設 北条育成園 北条市下難波字尾ノ
峰乙１４５番地

平成１６年
１２月１３日

３８０００２０００１６３３１ 社会福祉法人風早偕楽園
北条市下難波字尾ノ
峰乙１４５番地３４ 渡 部 宗 一 知的障害者通

所更生施設 北条あかつきの郷 北条市下難波字尾ノ
峰乙１４５番地１３

平成１６年
１２月１３日

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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�愛媛県告示第１１６号
愛媛県農業協同組合合併奨励金交付要綱（昭和３４年１２月愛

媛県告示第１０８０号）は、平成１７年３月３１日限り廃止する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、四国中央市豊岡町土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・上

五良野地区）の施行を平成１７年１月１２日認可した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１８号
波方町土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第６７条第１項第２号の規定により平成１７年１月１３日解散し

た。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１９号
上浦町土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号

）第６７条第１項第２号の規定により平成１７年１月１３日解散し

た。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０号
越智郡関前村土地改良区は、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第６７条第１項第２号の規定により平成１７年１月１３日

解散した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１号
大洲市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・梅の木地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・

梅の木地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年１月２４日から２月２１日まで

３ 縦覧場所

�愛媛県告示第１１５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

三島ショッパーズ 四国中央市具定町字
倉ノ内５００番地３ 駐輪場の位置

店舗南西側（１か
所）、北東側（１
箇所）

店舗南側（１か所
）、南東側（２か
所）、東側（１か
所）、北東側（１
箇所）

平成１７年
２月１日

平成１６年
１２月２８日

駐車場の出入口の数及び位
置 １１箇所 １２箇所

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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大洲市役所

�������
�愛媛県告示第１２２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市黒瀬字長尾乙１００の１、乙１０１の１、乙１０１の３

、字落し乙１４９、乙１５４、乙１５５の２、字龍嶽乙１５６、字

市木乙７２６の１から乙７２６の３まで、字西東宮乙８０５、乙

８０６の１、乙８０７から乙８０９まで、乙８１２の２、早川字中

屋西床東２２５４の１、字中屋場床ノ東２２５４の３、字店邸２２５６

の１、字ヲ々ウ子２４４６の４、字上中家ノ東２４５１の１、字中

安場２４５６の３、大保木字土居四号１、字樫原辛６７、中奥字

コウソヲ乙１５４、字イノ内乙１５６の２、乙１６２、乙１７７、

中野字向坂丙４２、字星ヶ谷丙４３の２から丙４３の４まで、字

吉ヶ谷丙１０８の１、丙１０８の２、字�谷丙１１５、字大平ラ
丙１１９、丙１２０の１、丙１２１の１、津越字谷ノ西７２０３の４

、保野字所後谷７２２２の２、７２２３、字所後７２２４の１、７２２５の

１、字仏ヤ峠７２２６の１、字仏ヤ尾７２２７の１、７２２８、字犬ノ

墓７２２９の１、７２２９の２、字向ヒ７６５５の１６、７６５５の１７、廿五

畑７６５９の３７、７６５９の３８、７６５９の４２、７６５９の４３、７６５９の５２か

ら７６５９の５８まで、７６５９の６０から７６５９の６９まで、７６５９の７６、

７６５９の７７、７６５９の７９から７６５９の８６まで、字ヲソ谷７６６２の３

、西之川字老野丁１９７の１、丁１９７の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年１月２１日から２月３日まで

�愛媛県告示第１２４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１７年１月２１日から２月３日まで

�������
�愛媛県告示第１２５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定

に基づき、大川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河川

の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を策定した

。

その関係図書を愛媛県庁及び松山地方局建設部に備え置い

て縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２６号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局建設部に

備え置いて縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川尻無川水系尻無川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年１月２１日

３ 廃川敷地等の位置

新居浜市御蔵町１４１番１及び１４２番６の各地先

新居浜市御蔵町１４２番１地先から１４４番２地先まで及び

同市大永山字山根８０６番１地先から同市山田町２２２番３４地

先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ７２４．７８平方メートル

�������
�愛媛県告示第１２７号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川契川水系契川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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平成１７年１月２１日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市妻鳥町字山南２２６３番１、２２６３番２及び２２６３番

４の各地先

四国中央市妻鳥町字須崎２３５２番１及び２３５９番２の各地先

の国有地の地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） １０３．７１平方メートル

�������
�愛媛県告示第１２８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、保内町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

保内町

西宇和郡保内町宮内１番耕地２６０番地

代表者 町長 二宮 通明

西宇和郡保内町喜木３番耕地２２４番地

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡保内町川之石９番耕地２９５番１地先から同町

川之石９番耕地２９５番５地先までの公有水面

� 区域

次の１点と１５点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋３．３０メートル）の陸と公有水面との接する線、

１５点から３１点までを順次直線で結んだ線並びに３１点と１

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡保内町川之石９番耕地２９５番１地先に

設置された標柱）は、北緯３３度２８分０５秒、東経１３３度２２

分５０秒の地点

１点は、基点から真北２９３度５７分３１秒５．１３メートルの

地点

２点は、１点から真北２６６度１８分４４秒７．３６メートルの

地点

３点は、２点から真北２６６度１８分４４秒２．３９メートルの

地点

４点は、３点から真北３３９度３３分１０秒３．６９メートルの

地点

５点は、４点から真北３２３度３０分２３秒８．２２メートルの

地点

６点は、５点から真北３０８度５９分２８秒７．０２メートルの

地点

７点は、６点から真北２９６度３７分３４秒８．３９メートルの

地点

８点は、７点から真北２９７度３５分２７秒２０．９９メートル

の地点

９点は、８点から真北２７６度１８分２７秒１１．６５メートル

の地点

１０点は、９点から真北２７３度５０分５５秒１１．０２メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２８２度５１分０６秒４．８１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２９５度０６分３４秒５．９９メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２７３度１０分１２秒３．２５メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２６７度００分０１秒２３．１２メートル

の地点

１５点は、１４点から真北８度４０分３３秒３．７１メートルの地

点

１６点は、１５点から真北９２度３５分３７秒１０．９７メートルの

地点

１７点は、１６点から真北９１度５８分４４秒１１．１８メートルの

地点

１８点は、１７点から真北９２度１５分４４秒２．３３メートルの地

点

１９点は、１８点から真北９４度２９分５５秒３．２５メートルの地

点

２０点は、１９点から真北９７度０７分３５秒２．７７メートルの地

点

２１点は、２０点から真北９９度２５分３６秒２．６７メートルの地

点

２２点は、２１点から真北９９度１９分２４秒７．５１メートルの地

点

２３点は、２２点から真北９９度１５分０８秒８．３５メートルの地

点

２４点は、２３点から真北１０１度２０分０８秒３．５２メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１０４度４１分２０秒４．０１メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１０７度０５分３８秒４．０４メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１０９度３７分０３秒４．００メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１１１度２８分０３秒４．０７メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１１４度１０分２８秒４．３９メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１１６度３６分０４秒１４．４４メートル

の地点

３１点は、３０点から真北５１度１７分５７秒５．９５メートルの地

点

� 面積

３９４．２４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６１年４月２３日 愛媛県指令河第１３２号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１月２１日

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号

６２



�愛媛県告示第１２９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、保内町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

保内町

西宇和郡保内町宮内１番耕地２６０番地

代表者 町長 二宮 通明

西宇和郡保内町喜木３番耕地２２４番地

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡保内町磯�１４５０番地先の公有水面
� 区域

次の１点から３点までを順次直線で結んだ線、３点と

７点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３０

メートル）の陸と公有水面との接する線並びに７点と１

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡保内町磯�１４４３番２地先に設置された
標柱）は、北緯３３度３２分４２秒、東経１３２度２４分５７秒の地

点

１点は、基点から真北２１１度５８分０１秒５５．３３メートル

の地点

２点は、１点から真北１６３度１１分５０秒１９．２６メートル

の地点

３点は、２点から真北１６９度２３分３８秒１０．０５メートル

の地点

４点は、３点から真北２５５度２６分１２秒４．５３メートルの

地点

５点は、４点から真北３４４度１７分４２秒２８．４８メートル

の地点

６点は、５点から真北６９度３５分４１秒２．６７メートルの地

点

７点は、６点から真北３４２度０９分２１秒０．２５メートルの

地点

� 面積

１４８．６５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６３年１月６日 愛媛県指令６２河第９７５号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１月２１日

�������
�愛媛県告示第１３０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、保内町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

保内町

西宇和郡保内町宮内１番耕地２６０番地

代表者 町長 二宮 通明

西宇和郡保内町喜木３番耕地２２４番地

２ 埋立区域

� 位置

西宇和郡保内町喜木津２番耕地３７９番地先から同２番

耕地３８６番地先までの公有水面

� 区域

次の１点と１７点結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．

Ｌ．＋３．３０メートル）の陸と公有水面との接する線並び

に１７点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡保内町喜木津２番耕地３７９番地先に設

置された標柱）は、北緯３３度３１分４６秒、東経１３２度２３分

１１秒の地点

１点は、基点から真北１７８度０３分３５秒１１９．７４メートル

の地点

２点は、１点から真北２０５度１３分５５秒６．０３メートルの

地点

３点は、２点から真北２０５度１６分４０秒９．１０メートルの

地点

４点は、３点から真北２９８度３５分２９秒２．４０メートルの

地点

５点は、４点から真北３００度１２分５９秒６．１８メートルの

地点

６点は、５点から真北３０１度２０分２４秒５．８９メートルの

地点

７点は、６点から真北３０１度２０分２４秒４．２２メートルの

地点

８点は、７点から真北３０１度２０分２４秒１０．５２メートル

の地点

９点は、８点から真北３１１度４１分４９秒６．０１メートルの

地点

１０点は、９点から真北２４０度１８分０３秒１．５５メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３２０度２７分０９秒３．１３メートルの

地点

１２点は、１１点から真北３２８度４４分１１秒２．６２メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３３４度５１分０３秒２．３５メートルの

地点

１４点は、１３点から真北６８度２５分４３秒１．３９メートルの地

点

１５点は、１４点から真北３３７度１７分４０秒７．８２メートルの

地点

１６点は、１５点から真北３３７度１７分４０秒１．９５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北３３８度２４分１１秒８．０１メートルの

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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地点

� 面積

６９５．３６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成６年４月１９日 愛媛県指令河第３５０号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１月２１日

�愛媛県告示第１３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市郷三丁目甲８５４番３から

同市郷三丁目甲５７０番８まで
平成１７年１月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４３７号
松山市久万ノ台乙９８番２から

同市久万ノ台乙１００番２まで

旧 ２３．９～２４．９ ０．０１５

新 ２６．０～２６．６ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町寺村１８７２番から

同町寺村１８７１番まで

旧 ６．０～１７．０ ０．０８５

新 １６．０～２８．０ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町寺村１８７２番から

同町寺村１８７１番まで
平成１７年１月２１日

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号

６４



��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第１３６号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の

規定により、次のとおり土地区画整理組合の定款及び事業計

画の変更を認可した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可

の年月日

� 土地区画整理組合の名称

重信町田窪土地区画整理組合

� 事務所の所在地

東温市見奈良５３０番地１（東温市役所内）

� 設立認可の年月日

平成１３年３月２７日

２ 変更の内容

� 事業施行期間

� 施行地区

� 事務所の所在地

� 公告の方法

３ 変更認可の年月日

平成１７年１月２１日

�������
�愛媛県告示第１３８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市下柏町字六反地９０４番４

２ 申請人の住所氏名

四国中央市寒川町３６１２番地

有限会社四国リバブル

代表取締役 飛鷹 節夫

３ 図面省略

�愛媛県告示第１３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内字ハズガ峠乙１４４６番１から

同市河之内字上ガ市乙１４９６番まで

旧 ５．２～４０．６ ０．３８９

新 ９．０～８７．２ ０．３８０

変 更 前 平成１３年３月２７日から平成１９年３月３１日まで

変 更 後 平成１３年３月２７日から平成１７年３月３１日まで

変 更 前 重信町大字田窪字水木、字海稲、字外分の各一部

変 更 後 東温市田窪３０００番１から３０３７番１２の区域

変 更 前 重信町大字見奈良５３０番地１（重信町役場内）

変 更 後 東温市見奈良５３０番地１（東温市役所内）

変 更 前 重信町役場の掲示場に掲示して行う。

変 更 後 東温市役所の掲示場に掲示して行う。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局建（開）第１６号

平成１７年１月７日
東温市下林字下廣見甲７６１番４

東温市田窪１００９番地１１
丹 生 谷 斉

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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�公 告

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、東温市に係る農業振興地域を

指定したので、農業振興地域の指定（重信町）（昭和４７年１１

月１４日付け公告）及び農業振興地域の指定（川内町）（昭和

４８年９月１８日付け公告）の全部を次のように改正する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

東温地域

２ 区域

東温市のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の市街化区域、愛媛県県立

自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の県立自然公

園の特別地域の一部及び農用地等として利用できない森林

）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え

置いて縦覧に供する。

�������
�公 告

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、久万高原町に係る農業振興地

域を指定したので、農業振興地域の指定（久万町）（昭和４５

年３月３１日付け公告）、農業振興地域の指定（面河村）（昭

和４７年１１月１４日付け公告）、農業振興地域の指定（美川村）

（昭和４８年９月１８日付け公告）及び農業振興地域の指定（柳

谷村）（昭和４８年９月１８日付け公告）の全部を次のように改

正する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

久万高原地域

２ 区域

久万高原町のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）の用途地域、愛媛県県

立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の県立自然

公園の特別地域の一部及び農用地等として利用できない森

林）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え

置いて縦覧に供する。

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年１月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

大第
１号

大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市 売りさばき所
大洲市役所

売りさばき所
大洲市役所、同平野支所、同菅田
支所、同大川支所、同新谷支所、
同三善支所、同八多喜支所、同上
須戒支所

平成１６年
１２月１５日

大第
１５号

大洲市東大洲１６８６番地１ 大洲交通安全協会 売りさばき人
大洲市東大洲１６８６番地１
大洲交通安全協会
売りさばき所
大洲市東大洲１６８６番地１
大洲警察署内

売りさばき人
大洲市大洲６３６番地１
大洲交通安全協会
売りさばき所
大洲市大洲６３６番地１
大洲警察署内

平成１４年
１０月２８日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年１月１２日 特定非営利活動法人
ふくふくの会 竹 林 健 二 越智郡上島町弓削上弓削３番地 この法人は、在宅で援助が必要な高齢者、

乳幼児、児童やその家族、その他手助けを
必要とする人々に対して、住民参加と助け
合い精神のもとに、地域に根ざした福祉サ
ービスを提供し、すべての人々が健やかに
暮せる地域社会づくりと福祉の増進に寄与
することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第１号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の

一部を改正する規則を次のように定める。

平成１７年１月２１日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則

及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関

する規則の一部を改正する規則

（愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則の

一部改正）

第１条 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規

則（平成１３年愛媛県公安委員会規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の表中「居相町」の下に「、居相一～六丁目」を

加える。

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規

則の一部改正）

第２条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関す

る規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の�の表石井交番の項位置の欄中「松山市居相
町」を「松山市居相四丁目」に改め、同項所管区の欄中「

居相町」の下に「、居相一～六丁目」を加える。

附 則

この規則は、平成１７年１月３１日から施行する。

愛 媛 県 報平成１７年１月２１日 第１６２６号
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